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れ
い
わ
新
選
組

障
害
児
者
支
援
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
の
件
及
び
市
営
北
蛇
草
住
宅

Ｃ
棟
建
替
事
業
に
関
す
る
特
定

事
業
契
約
締
結
の
件
の
２
議
案

に
つ
い
て
反
対
、
他
の
議
案
に

つ
い
て
は
賛
成
す
る
。

特
に
、
障
害
児
者
支
援
セ
ン

タ
ー
『
レ
ピ
ラ
』
に
お
け
る
障

害
者
支
援
事
業
に
お
い
て
、
就

労
支
援
事
業
の
充
実
強
化
を
図

る
こ
と
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
伴
い
生
活
介
護
事

業
を
廃
止
し
て
し
ま
う
必
要
性

は
全
く
な
い
。
就
労
支
援
事
業

を
充
実
強
化
す
る
と
共
に
、
併

せ
て
生
活
介
護
事
業
も
行
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。

生
活
介
護
事
業
廃
止
の
理
由

と
し
て
、
民
間
事
業
の
拡
充
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
民
間
の

事
業
者
は
平
時
の
際
は
よ
い
と

し
て
も
有
事
の
際
に
当
て
に
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
全

て
の
利
用
者
が
民
間
事
業
で
対

応
で
き
る
と
も
限
ら
ず
、
公
的

施
設
、
公
的
事
業
は
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
必
ず
残
し
て

お
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
こ
と

か
ら
、本
議
案
に
つ
い
て
反
対
。

日

本

共

産

党

障
害
児
者
支
援
セ
ン
タ
ー『
レ

ピ
ラ
』
の
事
業
か
ら
『
生
活
介

護
』
を
削
る
こ
と
に
は
反
対
。

北
蛇
草
住
宅
Ｃ
棟
建
替
事
業

に
関
す
る
特
定
事
業
契
約
締
結

の
件
に
つ
い
て
は
反
対
。

指
定
管
理
に
つ
い
て
は
、
民

間
に
公
共
施
設
の
管
理
を
任
せ

る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と

常
々
指
摘
を
し
て
き
て
お
り
、

今
議
会
で
も
花
園
ラ
グ
ビ
ー
場

や
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
な
ど
民

間
に
指
定
管
理
を
任
せ
て
い
る

施
設
で
、
そ
の
施
設
の
設
置
目

的
が
脇
に
置
か
れ
、
利
益
や
指

定
管
理
者
の
都
合
が
優
先
さ
れ

る
な
ど
の
問
題
が
指
摘
を
さ
れ

て
お
り
、
反
対
。

医
療
セ
ン
タ
ー
の
第
２
期
中

期
目
標
は
、
急
性
期
病
床
を
中

心
に
病
床
を
減
ら
す
内
容
と
な

っ
て
お
り
反
対
。

今
議
会
で
市
長
は
所
信
表
明

の
中
で
、『
子
ど
も
フ
ァ
ー
ス
ト
』

を
繰
り
返
す
が
、
公
立
保
育
所

の
募
集
停
止
を
す
す
め
、
小
学

校
給
食
の
無
償
化
や
保
育
料
無

料
化
の
来
年
度
か
ら
の
実
施
も

明
言
せ
ず
、
中
学
校
給
食
で
は

昼
か
ら
授
業
が
あ
る
の
に
給
食

が
提
供
さ
れ
な
い
な
ど
、『
子
ど

も
フ
ァ
ー
ス
ト
』
と
の
掛
け
声

ば
か
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

す
ぎ
な
い
。
国
政
で
も
政
治
と

カ
ネ
を
め
ぐ
る
疑
惑
が
大
問
題

と
な
っ
て
お
り
、
市
長
自
身
も

自
ら
の
金
銭
授
受
疑
惑
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
求
め
、
討
論

と
す
る
。陳陳

情情

次
の
陳
情
は
、
所
管
の
委
員

会
へ
回
付
さ
れ
ま
し
た
。

▼
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ゴ
ミ
を
事

業
系
ゴ
ミ
と
断
定
し
、
未
回

収
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る

陳
情

▼
企
画
財
政
部
資
産
経
営
室
資

産
経
営
課
が
善
根
寺
財
産
区

管
理
会
の
委
員
で
あ
る
私
に

対
し
て
、
財
産
区
の
財
産
を

没
収
す
る
よ
う
な
強
権
行
政

を
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
陳

情
▼
市
職
員
の
Ｘ
ヘ
イ
ト
投
稿
の

真
相
究
明
と
再
発
防
止
を
求

め
る
陳
情

第４回定例会で可決された補正予算の主な事業
◎令和５年度一般会計補正予算（第５～８回）
○令和５年度人事院勧告に伴う給与改定 ５億３，９３１万８千円
・一般職員分 ５億２，３０２万９千円 ・教職員分 １，６２８万９千円
○共同浴場整備事業 【債務負担行為】 限度額 ４，７６０万円
・荒本共同浴場整備工事費 △４，１３０万円

債務負担行為期間：令和６年度まで
○老人福祉施設等整備費補助事業 １億２，４５５万２千円
・老人福祉施設等整備費補助金
○人材マッチング事業 【債務負担行為】 限度額 ２９０万円
・保育士就職フェア広報業務委託料 債務負担行為期間：令和６年度まで
○斎場整備事業 【債務負担行為】 限度額 ２，３００万円
・基本構想策定支援業務等委託料及び選定委員会委員報酬 ３万２千円

債務負担行為期間：令和６年度まで
○環境事業所整備事業 【債務負担行為】 限度額 １，３００万円
・基本計画策定支援業務等委託料 債務負担行為期間：令和６年度まで
○交通安全運動推進経費 ２，００７万円
・自転車ヘルメット購入補助金等 補助率：購入金額の１／２、補助上限額：２，０００円
○荒本住宅Ｃ棟建替事業（住宅地区改良事業） 【債務負担行為】 限度額 ６億３，７７０万円
・アドバイザリー業務委託料及び建物購入費 △１億８３０万円

債務負担行為期間：令和９年度まで
○住宅地区改良事業 【債務負担行為】 限度額 １，５００万円
・荒本住宅Ａ棟火災復旧工事費及び北蛇草住宅２３－�号棟天井改修工事費 １，５００万円

債務負担行為期間：令和９年度まで
○消防施設整備事業 【債務負担行為】 限度額 ５，２００万円
・救助工作車Ｉ型購入費 債務負担行為期間：令和６年度まで
○教職員厚生事業経費 ５０万円
・マザーズルーム設置事業
○青少年センター整備経費 【債務負担行為】 限度額 ３７０万円
・長瀬青少年センター空調整備工事費 債務負担行為期間：令和６年度まで
○その他の事務事業 ３４億５１万８千円
・子ども医療費助成事業（子ども医療費等） ３億６４０万円
・民間社会福祉施設等感染症対策経費（サービス継続支援事業補助金） ９００万円
・休日診療所施設管理費（医薬材料費等） ８８０万円
・小・中学校運営経費（消耗品費） １３８０万円
・国庫支出金等返還金 ３０億３，０６１万８千円
・その他 ３，１９０万円
○ひとり親世帯物価高騰対策給付金支給経費 ２億２，５８６万３千円
・児童扶養手当受給世帯等に対する給付金（児童１人につき３万円）及び事務費
対象者：約７，４００人（１２月支給分対象児童）
○多子世帯物価高騰対策給付金支給経費 １億８，９８３万円
・児童手当支給世帯のうち第３子以降の子どもに対する給付金（１人につき３万円）及び事務費
対象者：約６，２００人（１２月支給分対象児童） ※児童手当法上の公務員は除く
○低所得世帯物価高騰対策給付金支給経費 ６０億３，４６７万円
・令和５年度住民税非課税世帯に対する給付金（１世帯につき７万円）及び事務費
対象世帯：約８５，０００世帯
○高齢者食費等支援事業 ７億６，５００万円
・６５歳以上の高齢者に米またはその他食料品等の給付（１人につき５，０００円分）及び事務費
対象者：約１３５，０００人
○中学校給食調理業務受託事業者支援事業 ８７５万円
・エネルギー価格高騰分の事業者支援

（２）第２２３号東 大 阪 市 議 会 だ よ り令和６年３月１日


